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第 1 章 入札の基本方針 
 
（総則） 
第１条 国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「機構」という。）が実施する入札に参加しようとする 
者（以下「入札参加者」という。）は、別に示した事項のほか、この要領書に留意のうえ参加しなければならな
い。 

２ 入札参加者は、入札後、この要領書、入札公告、入札説明書、仕様書、図面、契約条件等について、不
明を理由として異議を申し立てることはできない。 

３ 機構は、公告開始後に入札公告等を修正すること又は、入札を中止することがある。 
４ 入札参加者が入札に関して要した費用については、すべて当該入札参加者が負担するものとする。また、落
札者の契約事務に関する費用については、すべて落札者が負担するものとする。 

 
（入札参加者に必要な資格等に関する事項） 
第２条 入札参加者は、次の各号をすべて満たさなければならない。 
（１）入札参加者は、物品の製造、販売、買受け、役務の提供等については「全省庁統一資格」、建設・

測量・コンサルティング業務については「文部科学省一般競争参加資格」を有している者とする。なお、
資格を有していない者にあっては、入札の日時までに「資格審査結果通知書」又は、「資格認定通
知書」を提示することを条件とし、入札公告及び入札説明書に記載された競争参加に必要な書類
の提出期限までに申請中であることを証明した者であること。 

（２）入札に参加しようとする案件に係る入札説明書の交付を、当該入札案件の公告期間中に受けた者



 
であること。 

 
  
（入札に参加することができない者） 
第３条 特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、入札に参加するこ
とができない。 

 （１）当該契約を締結する能力を有しない者 
 （２）破産手続開始の決定を受けて入札までに復権を得ない者 
（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第 

一項各号 ※に掲げる者 
 （４）機構等から取引停止の措置を受けている期間中である者 
 （５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、機構が発注

する工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者 
 
（入札に参加させないことができる者） 
第４条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を
定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ
いても、また同様とする。 
（１）契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をしたとき。 
（２）公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 
（３）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
（４）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 
（５）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 
（６）契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に

基づき過大な額で行ったとき。 
（７）この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は

契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 
２ 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者は一般競争に参加できない。 
 
 
第２章 証明書等の提出 
 

 
※第三十二条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 

一 指定暴力団員 
二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 
三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの 
四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者（前号に該当するものを除く。） 



 
（競争参加に必要な書類） 
第５条 入札参加者は、入札書の提出前に、応札者としての条件を満たしていることを証明するため、入札公
告及び入札説明書記載の書類を提出しなければならない。 

２ 前項により提出された書類審査の結果、履行できると機構に認められた者に限り入札に参加できる。 
３ 入札参加者は、提出した書類について機構から説明を求められたときは、これに応じなければならない。 
 
（競争参加に必要な書類の提出期限） 
第６条 競争参加に必要な書類の提出期限は、入札公告及び入札説明書により案件毎に設定する。 
 
（競争参加に必要な書類の提出方法） 
第７条 入札参加者は、機構が認めた場合を除き、電子入札システムにより競争参加に必要な書類を提出す
る。書類の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は、次に掲げるものとする。また、
圧縮ファイルを利用する場合における圧縮形式は、ZIP 形式に限るものとする。この場合において、パスワード付
きの形式及び自己解凍方式は使用しないものとする。 

番号 アプリケーション ファイル形式 
１ Microsoft Word .docx 
２ Microsoft Excel .xlsx 
３ その他のアプリケーション PDF ファイル .pdf 

画像ファイル .jpg .gif 
圧縮ファイル .zip 
その他機構担当者が認めたファイル形式 

２ 機構は、入札参加者から提出された書類がウィルス感染していることが判明し、又はその疑いがある場合、
直ちに作業を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者へ電話等で連絡し、再提出の方法について
協議するものとする。 

３ 入札参加者は、機構が認めた場合、競争参加に必要な書類を持参、郵送又は電子メールのいずれかによ
り提出することができる。持参又は郵送による提出を認める場合の提出期限は、入札公告及び入札説明書
に示す提出期限と同一とし、当該提出期限までに到着していなければならない。特に郵送による提出を行う場
合には、書留その他配達の記録が残る手段によるものとし、封筒封皮の表面に「案件名・入札参加提出書
類在中」と記載すること。電子メールによる提出を認める場合の提出期限は、入札公告及び入札説明書に示
す提出期限と同一とし、提出期限の日時までに、機構が当該メールを受信できるよう送信すること。 

 
（審査結果の通知） 
第８条 機構は、第５条に基づき提出を受けた書類を審査のうえ、入札参加者に審査結果を通知する。 
 
（質問等） 
第９条 入札参加者は、仕様書、その他契約条件等に関する質問があるときは、電子入札システムにより質問
することができる。質問期限は入札公告又は入札説明書により案件毎に設定する。 



 
２ 質問への回答は、当該案件における仕様の一部とみなし、当該入札案件の入札説明書交付全者（辞退
者を除く）に対して行う。 

３ 入札参加者は、機構が認めた場合、様式３の「質問書」を電子メールで提出することで質問することができ
る。 

 
 
第３章 入札書等の提出 
 
（入札書の提出） 
第１０条 入札参加者は、第８条の審査結果（合格）通知書確認後、入札公告及び入札説明書により
案件毎に設定された入札書提出期限までに、入札に必要な事項を入力し、電子入札システムにより入札書
を提出しなければならないものとし、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 

２ 入札参加者は、紙入札による入札参加を必要とするときは、機構へ様式２の「紙入札承諾願」を競争参
加に必要な書類の提出期限までに提出し、承認を受けなければならない。ただし、機構があらかじめ紙入札を
認める場合にはこの限りではない。なお、紙入札の場合の入札書提出期限は、入札公告及び入札説明書に
示す提出期限と同一とし、当該提出期限までに書留その他配達の記録が残る手段によるものとする。 

 
（入札の辞退） 
第１１条 入札参加者は、第１０条に規定する入札書を提出するまでは、様式４の「辞退届」を提出すること
で、入札を辞退することができる。 

 
（入札書の記載） 
第１２条 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金
額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった一切の諸費用・消費税相当額を含めた総額の１１０分の１００に相当する金額（当該
金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を入札書に記載すること。 

２ 入札参加者は、第１０条第２項に基づき紙入札を行う場合には、次の各号に基づき、様式１の「入札書」
にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮の表面に氏名（法人の場合はその名称）及び、「【開札日】
開札【…件名…】の入札書在中」と朱書きし、初度入札の入札書在中の封筒には「１回」と、再度入札の入
札書在中の封筒には「２回」と回数を記載（最初の入札を含め入札回数は「３回」まで）し、それらをまとめ
て別封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載しなければならない。 

 （１）入札金額、契約件名、入札者の住所及び氏名（法人の場合、名称並びに代表者の職名及び氏名）
の記載並びに入札者の押印がされていること。ただし、入札者及び代理人が外国人の場合は、押印に
代えて、自筆の署名とすることができる。 

 （２）入札金額の記載が明確であること。 
 （３）入札金額を訂正していないこと。 
 （４）誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確でないこと。 
 



 
（入札内訳書の提出） 
第１３条 電子入札システムを通じて入札書を提出する場合、１回目においては入札書に記載された金額に
当該金額の 10%に相当する額を加算した金額の入札内訳書の添付を必須とする。１回目で落札となる者
がなく、2 回目及び３回目に入札書を提出する際は入札内訳書の提出を任意とする。なお、２回目及び３
回目の開札で落札となって入札内訳書が未提出である落札者は、入札内訳書を速やかに提出すること。 

 
（入札の無効） 
第１４条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 
 （１）第 8 条の審査結果で不合格であった者の提出した入札書 
（２）第１２条に示した要件を満たしていない入札書 
（３）明らかに連合によると認められる入札書 
（４）同一の入札について、２通以上提出された入札書 
（５）入札公告又は入札説明書に示した日時までに到着しない入札書 
（６）第１７条第 2 項に示した再度入札に付した場合であって、前回の最低入札価格と同価以上で入札

した入札書 
（７）その他入札に関する条件に違反した入札 

 
（入札の延期等） 
第１５条 入札参加者が相連合し又は、不穏の挙動をする場合であって、入札を公正に執行することができな
い状況にあると認められるときは、入札を延期し又は、これを廃止することがある。 

 
 
第 4 章 開札 
 
（開札） 
第１６条 機構は、入札公告又は入札説明書に示した開札日時に開札を行う。ただし、第１０条第２項に
基づき紙入札による入札参加者がいる場合は、機構の入札執行宣言後、紙入札書記載の金額及びくじ番
号を電子入札システムに登録してから開札を行う。なお、入札書受付締切日時において入札書が電子入札シ
ステムサーバーに到達していない場合又は第１０条第２項に基づく紙入札書が機構に到着していない場合は、
入札を辞退したものとみなす。また、電子入札システムによる入札書提出後、その開札までの間に入札参加者
が入札の辞退を申し入れた場合には、これを認めるものとする。その場合は、電話又は電子メールで入札の辞
退を申し入れるとともに、速やかに様式４の「辞退届」を提出すること。 

２ 入札参加者は、開札日時において、電子入札システムを利用できる環境にて待機すること。 
 
（再度入札） 
第１７条 機構は、落札となる者がいないときは、最初の入札を含め３回まで、直ちに再度入札を行うことがで
きる。再度入札の入札書締切期限は、開札結果の通知と同時に通知する。 

２ 再度入札に付した場合、前回の最低入札価格と同価以上で入札したときは無効とするものとし、3 回目の



 
入札に参加できないものとする。 

３ 3 回目入札の結果、落札となる者がいないときは、入札を打ち切り、入札者のうちから特定の者と協議を行
うものとする。 
４ 再度入札は原則として開札日に行う。再度入札の入札書の受付時間は、２０分を標準として設定するも 
のとする。ただし、すべての再入札書の提出を確認できれば直ちに開札する旨を再入札通知書に明記した場
合において、すべての再入札書を確認したときは、直ちに開札することができるものとする。 

 
（くじになった場合の取扱い） 
第１８条 機構は、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あり、くじにより落札者の決定を行うこと
となった場合には、必要に応じて通知を行い、電子くじの実施後、落札者決定通知書を発行するものとする。
なお、入札書受付締切日時までに電子くじ番号の申請がない場合又は、紙入札書に記載がない場合は、当
該入札参加者のくじ番号を「１１１」とする。 

 
（入札及び開札を中止する場合の取扱い） 
第１９条 機構が入札及び開札を中止する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件の
入札参加者全員に、開札を中止する旨の通知を行うとともに、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）入札書提出締切前に中止する場合には、電子入札システムにより入札の中止を行うものとする。 
（２）入札書提出締切後に中止する場合には、入札書は開封せずに無効として電子入札システムに結果登
録するものとする。 

 
（落札者の決定） 
第２０条 最低価格落札方式による入札は、有効な入札書を提出し、予定価格の範囲内で入札した者の最
低価格をもって落札者とする。 

２ 総合評価落札方式による入札は、有効な入札書を提出し、予定価格の範囲内で入札した者であって、入
札説明書で定める「総合評価審査の実施について」に基づき算出した「総合評価点」が最も高い者を落札者
とする。 

３ 機構は、次の各号の一に該当する場合は、最も有利な入札者を落札者としないことができる。 
 （１）契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。 
 （２）その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当である 

と認められるとき。 
４ 機構は、電子入札により落札者を決定したときは、電子入札システムにより「落札者決定通知書」を交付
する。 

 
（低入札価格調査） 
第２１条 機構は、調査基準価格が設定されている入札において、最低価格入札者のした入札が調査基準
価格を下回るとき、若しくは当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき、又はその者と契
約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、
落札者の決定を保留し、契約の内容に適合した履行がなされるものであるかを判断するための調査（低入札



 
価格調査）を行う。 

２ 低入札価格調査にあたっては、低入札者から入札価格の適正性や契約の内容に適合した履行がなされ得
ることが確認可能な資料の提出を求め、これに応じない場合又は不十分な場合には説明を求め、その結果
「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」又は「契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ
とになるおそれがあって、著しく不適当である」ものと判断された場合には、低入札者を落札者としない場合が
ある。 

３ 低入札者を落札者としなかった場合、予定価格の範囲内で有効な入札を行った次順位者を落札とするこ
とができる。機構は、落札の決定について、当該案件の入札参加者全員に通知する。 

 
（落札結果の公表） 
第２２条 機構は、落札結果等については、法令及び機構が定めるところにより公表する。 
 
 
第 5 章 入札参加者の IC カードの取扱い 
 
（電子入札システムにおける利用者登録及びＩＣカードの取扱い） 
第２３条 機構の電子入札システムにおける利用者登録及びＩＣカードの取扱いについては、以下のとおりとす
る。 
（１）利用者登録 

ア 入札参加者は、初めて電子入札システムを利用する場合や、新たにＩＣカードを取得した場合は、
使用するＩＣカードについて、事前に電子入札システムから利用者登録を行うものとする。 

イ 物品・役務において、電子入札に参加しようとする者で、前項に規定するＩＣカード利用者登録
を行わないものは、ＩＤ・パスワードの交付を受けなければならない。 

ウ 入札参加者は、利用者登録した代表窓口情報、ＩＣカード利用部署情報等に変更が生じた場
合は随時電子入札システムから変更内容の登録を行うものとする。 

エ 入札参加者は、入札参加資格の登録事項に変更が生じた場合は、変更届の提出と併せて、電
子入札システムから変更内容の登録を行うものとする。 

（２）電子入札を利用することができるＩＣカードの基準 
ア 電子入札を利用することができるＩＣカードは、別途公表する民間の電子認証局が発行したＩ

Ｃカードで、代表者又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について様式５の「委任状」
により委任を受けた旨、機構に届出のある者（以下「受任者」という。）の名義のＩＣカードに
限るものとする。 

イ 委任状の提出時期は、（１）の利用者登録時及び委任の内容に変更があったときに提出す
るものとする。 

ウ 委任期間は、入札参加資格の有効期間を限度とする。 
エ 入札書の送信に使用するＩＣカードは、送信時のほか開札日時においても有効なＩＣカードに

限るものとする。 
（３）経常建設共同企業体におけるＩＣカードの取扱い 



 
電子入札を利用することができるＩＣカードは、単体企業用とは別に経常建設共同企業体用として

用意した代表会社の代表者名義のＩＣカードとする。 
（４）特定建設工事共同企業体におけるＩＣカードの取扱い 

電子入札を利用することができるＩＣカードは、特定建設工事共同企業体（以下、「特定ＪＶ」とい
う。）の代表会社の代表者又は当該代表者からの受任者のＩＣカードとする。また、当該特定ＪＶの
入札書提出時において、特定ＪＶの構成会社の代表者又は受任者から代表会社の代表者又は受任
者に対する入札・見積に関する権限についての委任状(様式５)の提出を求めるものとする。 

（５）ＩＣカード等の管理 
ア ＩＣカード利用者登録を行った者は、その使用に係るＩＣカードの破損、紛失、盗難その他の事

故を予防するために必要な措置を講じなければならない。 
イ ＩＣカード利用者登録を行った者は、その使用に係るＩＣカードの紛失、盗難等によりＩＣカード

を不正に使用されるおそれが生じたときは、直ちに当該ＩＣカードの失効その他の適切な措置を
講じなければならない。 

ウ ＩＤ・パスワードの交付を受けた者は、その使用に係るＩＤ及びパスワードの漏洩その他の事故を
予防するために必要な措置を講じなければならない。 

エ ＩＤ・パスワードの交付を受けた者は、その使用に係るＩＤ及びパスワードの漏洩等によりＩＤ・パ
スワードが 不正に使用されるおそれが生じたときは、直ちにパスワードの変更その他適切な 措置を
講じなければならない。 

（６）ＩＣカード不正使用等への対応 
入札参加者がＩＣカードを前各号に掲げる事項に違反して使用した場合及び次に掲げる場合には、

当該入札参加者の指名を取り消し、その提出した入札書を無効とし、又は入札案件への参加を認めな
いことができる。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わない
ことができる。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、契約の進捗状況等を考慮して契約
を解除するか否かを判断するものとする。 
ア 他人のＩＣカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合 
イ 代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のＩＣカードを使用して入札に参加した
場合 

ウ 同一案件に対して、同一業者が故意に複数のＩＣカードを使用して入札に参加した場合 
エ その他明らかにＩＣカードを不正使用したものと認められる場合 

 
 
第 6 章 障害発生時の対応 
 
（入札参加者側の障害による開札時間等の変更） 
第２４条 入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の
可否について調査確認を行うものとする。調査確認の結果、複数の入札参加者が次に掲げる障害により入札
に参加できず、かつ、復旧が入札書受付締切時間に間に合わないと判断されるときは、入札書受付締切時
間及び開札予定時間の変更（延長）を行うことができるものとする。 



 
（１）自然災害 
（２）広域・地域的停電 
（３）プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害 
（４）その他時間延長が妥当であると認められる障害（ＩＣカードの紛失又は破損、端末の不具合その他 

の入札参加者の責による障害を除く。） 
２ 変更後の開札予定時間を直ちに決定できない場合においては、機構は仮の日時を入力した日時変更通
知書を送信し、又は電話等により連絡するものとする。変更通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定
後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知
書を送信し、又は電話等により連絡するものとする。 

 
（発注者側の障害による開札時間等の変更） 
第２５条 機構側に障害が発生した場合は、障害復旧の見込みがある場合には入札書受付締切時間及び
開札予定時間の変更（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には紙入札に変更するものとする。 

２ 復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力
した日時変更通知書を送信し、又は電話等により連絡するものとし、変更通知書の記事入力欄には、開札
日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行う。正式な開札日時が決定した場合には、
再度変更通知書を送信し、又は電話等により連絡するものとする。 

 
 
第７章 電子入札システムにより発行された文書の取消し 
 
（電子入札システムにより発行された文書の取消し） 
第２６条 機構は、電子入札システムにて発行された文書（落札者決定通知書等）が、電子入札システムの

障害、システム操作者の錯誤等により誤ったものである場合は、当該文書を取り消すことができる。この場
合、取消しに係る処理は、電子入札システムを使用せずに行う。 

 
 
第 8 章 電子入札システムの運用時間 
 
（電子入札システムの運用時間） 
第２７条 電子入札システム、入札情報サービスの運用時間は、次のとおりとする。 

サービス 運用時間 
電子入札システム ８：３０～２０：００※ 
入札情報サービス ２４時間 

   ※土日祝日を除く 
 


